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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
百
五
十
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
六
百
七
号
（
埼
玉
県
税
条
例
の
規
定
に
よ
る
申
告
等
の
期
限
の

延
長
）
に
お
い
て
別
に
告
示
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
期
日
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
地
域
に

住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
者
に
係
る
も
の
で
、
そ
の
期
限
が
平
成
二

十
八
年
四
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
に
到
来
す
る
法
人
の
県
民
税
、
県
民

税
の
利
子
割
、
配
当
割
及
び
株
式
等
譲
渡
所
得
割
、
法
人
の
事
業
税
、
地
方
消
費
税
並
び
に
県
た

ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
同
年
十
一
月
三
十
日
と
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
七
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玉
県
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八
代
市
、
人
吉
市
、
荒
尾
市
、
水
俣
市
、
玉
名
市
、
山
鹿
市
、
菊
池
市
、

宇
土
市
、
上
天
草
市
、
宇
城
市
、
阿
蘇
市
、
天
草
市
及
び
合
志
市
並
び

に
下
益
城
郡
美
里
町
、
玉
名
郡
玉
東
町
、
南
関
町
、
長
洲
町
及
び
和
水

町
、
菊
池
郡
大
津
町
及
び
菊
陽
町
、
阿
蘇
郡
南
小
国
町
、
小
国
町
、
産

山
村
及
び
高
森
町
、
上
益
城
郡
嘉
島
町
、
甲
佐
町
及
び
山
都
町
、
八
代

郡
氷
川
町
、
葦
北
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北
町
及
び
津
奈
木
町
、
球
磨
郡
錦
町
、
多
良
木

町
、
湯
前
町
、
水
上
村
、
相
良
村
、
五
木
村
、
山
江
村
、
球
磨
村
及
び

あ
さ
ぎ
り
町
並
び
に
天
草
郡
苓
北
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（
埼
玉
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例
の
規
定
に
よ
る
申
告
等
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延
長
）
に
お
い
て
別
に
告
示
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
期
日
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
地
域
に

住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
す
る
者
に
係
る
も
の
で
、
そ
の
期
限
が
平
成
二

十
八
年
四
月
十
四
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
五
日
ま
で
の
間
に
到
来
す
る
法
人
の
県
民
税
、
県
民
税

の
利
子
割
、
配
当
割
及
び
株
式
等
譲
渡
所
得
割
、
法
人
の
事
業
税
、
地
方
消
費
税
並
び
に
県
た
ば

こ
税
に
つ
い
て
は
、
同
年
十
二
月
十
六
日
と
す
る
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